
 

 

富 士 見 市 隣 地 統 合 促 進 補 助 金 交 付 要 綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、狭小地又は未接道地とその隣地の統合を促進することで市内の

空家の発生抑制及び解消を図り、市民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづく

りを推進するため、狭小地又は未接道地とその隣地を統合する者に対し、予算の範

囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和５５

年規則第２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 狭小地 面積が７０平方メートル未満の民有地で一戸建ての住宅、共同住宅そ

の他の住宅（店舗等の用途を兼ねるものでその用に供する部分の床面積が延べ面

積の２分の１未満のものを含む。以下「住宅等」という。）が立地する土地のこ

とをいう。 

(2) 未接道地 同一所有者の土地のみでは建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）第４２条第１項又は第２項に規定する道路に２メートル以上接しない（以下

「未接道」という。）民有地のことをいう。 

(3) 隣地 狭小地又は未接道地（以下「狭小地等」という。）と２メートル以上接

する民有地で住宅等が立地する土地のことをいう。 

(4) 隣地統合 狭小地等とその隣地を統合し、一体の住宅等の用地とすることをい

う。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、狭小地等

又はその隣地の所有権その他の権利により、狭小地等及びその隣地の管理及び処分

を行うことができる者（以下「所有者等」という。）とする。 

 （補助対象事業） 



 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当する隣地統合とする。 

(1) 隣地統合に係る狭小地等及びその隣地が次のアからオを満たしていること。 

ア 申請時点において、狭小地等及びその隣地をそれぞれ異なる個人又は法人が

所有しているもの 

イ 富士見市空家等対策計画の対象地区内にあるもの 

ウ 土砂災害警戒区域にないもの 

エ 公共事業の補償の対象となっていないもの 

オ この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないもの 

(2) 相続又は生前贈与による隣地統合でないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象と

しない。 

(1) 隣地統合した土地に係る統合を１０年以内に解消し、かつ、当該解消した土地

のいずれかの面積が１００平方メートル未満となる場合 

(2) 隣地統合に係る狭小地若しくは住宅等が立地する未接道地又はその隣地に建築

されている住宅等を除却しない場合 

(3) 隣地統合に係る未接道地の未接道が解消しない場合 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業

に係る費用のうち、次に掲げる経費の合計額（消費税及び地方消費税を除く。）と

する。 

(1) 不動産取得費用 

(2) 不動産取得に係る仲介手数料 

(3) 測量及び境界明示費用 

(4) 登記費用 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次の各号に掲げる隣地統合の区分に応じ、当該各号に定める

額のいずれか高い方の額とする。 

(1) 狭小地とその隣地に係る隣地統合 補助対象経費に３分の１を乗じて得た額

(当該額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、



 

３０万円を限度とする。 

(2) 未接道地とその隣地に係る隣地統合 補助対象経費に２分の１を乗じて得た額

(当該額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、

５０万円を限度とする。 

（補助金等交付申請書の様式等） 

第７条 規則第４条第１項の補助金等交付申請書の様式は、様式第１号のとおりとす

る。 

２ 規則第４条第１項の市長が定める期日は、１月３１日とする。 

３ 規則第４条第１項第１号の事業計画書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

４ 規則第４条第１項第２号の収支予算書の様式は、様式第３号のとおりとする。 

５ 規則第４条第１項第３号の市長が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 補助対象事業の対象となる狭小地等及びその隣地の案内図 

(2) 補助対象事業の対象となる狭小地等及びその隣地の登記事項証明書 

(3) 所有者等であることを確認することができる書類 

(4) 補助対象事業に要する費用の見積書等の写し 

(5) 補助対象事業の対象となる狭小地等及びその隣地の現況写真 

(6) 隣地統合後の土地の所有者等となる者全員の誓約書（様式第４号） 

(7) 補助対象事業の対象となる狭小地等及びその隣地の公図 

(8) 補助対象事業が未接道地とその隣地の隣地統合の場合にあっては、未接道地で

あることを確認できる書類 

(9) その他市長が必要と認めるもの 

 （事業内容の変更等の様式等） 

第８条 規則第６条第１項第１号の規定による変更に係る申請の様式は、様式第５号

のとおりとする。 

２ 規則第６条第１項第３号の規定による中止又は廃止に係る申請の様式は、様式第

６号のとおりとする。 

３ 市長は、前２項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を

審査の上、承認の可否を決定し、第１項の規定による場合において決定したときは

様式第７号により、前項の規定による場合において決定したときは様式第８号によ

り当該申請者に通知するものとする。 



 

（補助金等交付決定・却下通知書の様式） 

第９条 規則第７条の補助金等交付決定・却下通知書の様式は、様式第９号のとおり

とする。 

（補助事業等実績報告書の様式等） 

第１０条 規則第１３条第１項の補助事業等実績報告書の様式は、様式第１０号のと

おりとする。 

２ 前項の補助事業等実績報告書は、補助対象事業が完了した後（当該事業の中止又

は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認を受けた後）３０日以内に市長に提

出しなければならない。 

３ 規則第１３条第１項第１号の事業報告書の様式は、様式第１１号のとおりとする。 

４ 規則第１３条第１項第２号の収支決算書の様式は、様式第１２号のとおりとする。 

５ 規則第１３条第１項第３号の市長が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 取得した狭小地等又はその隣地の売買契約書の写し 

(2) 取得した狭小地等又はその隣地の登記事項証明書 

(3) 隣地統合に係る狭小地等又はその隣地に建築されている住宅等を少なくとも一

つ除却したことが確認できる書類（隣地統合に係る狭小地等に住宅等が立地して

いる場合に限る。） 

(4) 補助対象事業に要した費用の領収書の写しその他支払を証する書類 

(5) その他市長が必要と認めるもの 

 （補助金等確定通知書の様式） 

第１１条 規則第１４条の補助金等確定通知書の様式は、様式第１３号のとおりとす

る。 

 （補助金等交付請求書の様式） 

第１２条 規則第１６条第２項の補助金等交付請求書の様式は、様式第１４号のとお

りとする。 

（交付決定の取消しの様式） 

第１３条 規則第１７条第３項の規定による取消通知の様式は、様式第１５号のとお

りとする。 

（返還命令の様式） 

第１４条 規則第１８条の規定による返還命令の様式は、様式第１６号のとおりとする。  


